
病院外心肺停止患者記録（大阪版）の利用許可要領 

 

（目的） 

第１条 病院外心肺停止患者記録（大阪版）（以下、「記録」という。）の利用について必要

な事項を定める。 

 

（記録の利用の許可） 

第２条 調査、研究その他の目的における記録の利用の可否は、大阪府心肺蘇生効果検証小委

員会設置要綱第２条に基づき、大阪府心肺蘇生効果検証小委員会（以下、「小委員会」とい

う。）が協議検討し、決定する。 

 

（記録の利用の申請） 

第３条 記録を利用しようとする者は、別紙様式１により、小委員会委員長あて利用の申請を

行わなければならない。 

２ 利用の申請は、小委員会の開催日から起算して８日前までに行わなければならない。小委

員会は、原則として毎偶数月の第三月曜日に開催するが、変更することがある。 

３ 利用の申請にあたっては、学会報告・論文作成を目的に記録を利用しようとする場合は、

別紙様式２により、表題、記録を利用しようとする者の氏名、研究・調査等を行う者の氏名、

研究・調査等の趣旨・目的、研究・調査等の実施予定期間（記録利用予定期間）、具体的な

内容、対象と方法、予想される成果、論文・報告等の発表方法、使用する記録の範囲及び管

理方法を記載した研究・調査等計画書を作成し、これを添付しなければならない。 

４ 会議での報告を目的に記録を利用しようとする場合は、別紙様式３により必要事項を記入

し、これを添付しなければならない。 

５ 学会報告・論文作成または会議での報告以外の目的で記録を利用しようとする場合は、小

委員会委員長が別途定める様式による資料を作成し、これを添付しなければならない。 

６ 利益相反(Conflict of Interest)については、当該研究に関わる経済的利害関係(財政的

支援、雇用、顧問、株式の所有、謝礼金など)が存在する可能性がある場合、これを開示する

ことを求める。該当する利害関係がない場合は、｢なし｣と記載することを求める。 

 

（協議検討） 

第４条 小委員会は、前条に基づき申請があった利用の可否について、原則として、申請後直

近に開催される会議において協議検討を行う。 

２ 小委員会委員長は、協議検討を行うにあたって、記録を利用しようとする者に会議への出

席を求め、申請のあった研究・調査等計画の内容について説明を求めることができる。 

３ 小委員会は、病院外心肺停止患者に対する心肺蘇生の救命効果の検証、大阪府における救

急医療の充実等への寄与度、並びに記録の使用・管理の適正性の観点から、協議検討を行い、



案件毎に許可番号を付して、利用を許可する。 

４ 協議検討の結果、利用を許可できない場合は、その理由を付して、記録を利用しようと申

請した者に通知する。 

 

（利用許可への付帯意見等） 

第５条 小委員会は、記録の利用を許可するにあたり、記録の適正な使用及び管理を担保する

上で、必要な意見を付することができる。 

２ 記録の利用を許可された者は、記録に基づく結果を報告（発表）する２０日前までに小委

員会委員長あて電子メールにより報告（発表）案を提出しなければならない。 

３ 小委員会は、提出された報告（発表）案を協議検討し、著しく客観性・妥当性を欠く場合

あるいは、その結果の公表により、記録の信憑性が著しく損なわれると判断した場合は、結

果の修正あるいは報告の取り下げを求めるものとし、第７条に基づく結果報告後も同様とす

る。 

 

（本委員会への報告） 

第６条 小委員会は、記録の利用の可否について検討した結果を、大阪府心肺蘇生効果検証委

員会（本委員会）に報告する。報告は書面あるいは、電子メールにより行うことができる。 

 

（結果報告等） 

第７条 この要領に従って記録の利用が許可され、調査、研究等を実施した者は、記録利用期

限後１か月以内に、その結果を別紙様式４により小委員会委員長あて成果物を添付して報告

しなければならない。 

２ 記録利用予定期間終了後も、同一内容の調査、研究等の目的により継続して記録を利用す

ることを希望する場合には、別紙様式５により小委員会委員長あて申請し許可を得なくては

ならない。 

３ 前項の申請については、原則として記録利用期間終了前に実施される小委員会において協

議検討を行うため、第３条第２項に準じて行う。 

４ 前項の協議検討の結果、記録の利用継続が許可された場合、継続開始から1 年毎に別紙様

式５により小委員会委員長あて中間報告を行い、継続の許可を得なくてはならない。 

５ 結果報告後に許可された記録をもとに、新たな成果物を作成しようとする場合も、その都

度、第３条に基づく申請をしなければならない。 

 

（雑則） 

第８条 小委員会は、記録の利用を許可した案件を許可番号毎に５年間保存するものとする。 

附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 



附 則 

この要領は、平成１９年４月３日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２０年７月１４日から施行する。 

附 則 

記録の利用期間について改訂した。 

２ この要領は、平成２１年１０月１９日から施行する。 

３ 施行日時点で研究継続中の申請については、記録利用予定期間は2 年とし、2 年が経過す

る時点で、継続を希望する場合には別紙様式５により継続申請する。 

４ 大阪府心肺蘇生効果検証小委員会において認められた申請については、初回申請の時期に

かかわらずこの要領を適応する。 

附 則 

利益相反について追記した。 

２ この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 


